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介護保険負担限度額認定お手続きのご案内 

 

 

平素は当施設をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、「介護保険限度額認定証」が本年 7 月 31 日で有効期限切れとなります。 

8 月 1 日以降も適用されるためには市町村へ申請手続きをしていただく必要がございます。 

高槻市では認定証をお持ちの方に対し、申請書類の郵送が始まりました。必ずお手続き

いただき、新しい認定証がお手元に届きましたら、1 階受付へご提示いただきますようお

願いいたします。 

※他市で対象となる方はお住まいの市町村へご確認ください。 

ご不明な点等ございましたら、市町村窓口または１階受付へお問い合わせくださいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年６月７日 

社会医療法人愛仁会 

介護老人保健施設ケーアイ 


